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地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の２第１項の規定により、秋田県及び横手市における生活排水処理事

業の運営に係る連携協約を締結したので、同条第２項の規定に基づき、告示する。

令和５年３月 24 日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

秋田県及び横手市における生活排水処理事業の運営に係る連携協約

秋田県（以下「甲」という ）及び横手市（以下「乙」という ）は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条。 。

の２第１項の規定に基づき、以下のとおり連携協約を締結する。

（目的）

第１条 この連携協約は、人口減少社会においても、快適で安心できる暮らしと衛生的な水環境を将来にわたって維持

するため、甲及び乙の協働により、連携して生活排水処理事業に関する事務を処理することを目的とする。

（連携する事務の範囲）

第２条 甲及び乙は、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事務について相互に連携する。

１ 経営戦略やストックマネジメント計画等の策定に関する事務

２ 設計積算、工事監督等に関する事務

３ 技術研鑽のための研修等に関する事務

４ 前３号に掲げるもののほか、甲及び乙の連携が必要となる事務

（基本方針）

第３条 甲及び乙は、前条に定める事務について連携を図るため、広域的に自治体の事務を補完する官民出資会社（以

下「広域補完組織」という ）を設立し、生活排水処理事業の持続的な事業運営に向けた取組を推進する。。

（役割分担）

第４条 広域補完組織の設立・運営に係る事務の内容並びに甲及び乙の連携に関する役割は、別表の役割分担の欄に掲

げるとおりとする。

（経費の負担）

第５条 連携して甲又は乙が事務を処理するために要する経費は、当該事務について甲又は乙が本来果たすべき役割、

両者の受益の程度、その他の事情を勘案し、甲及び乙が協議して定める。

（協議）

第６条 甲及び乙は、連携する事務についての調整や、広域補完組織の運営に係る情報を共有するため、定期的に協議

を行う。

（連携協約の変更及び廃止）

第７条 この連携協約を変更し、又は廃止しようとする場合は、甲及び乙が協議して行うものとする。この場合におい

て、甲及び乙は、地方自治法第 252 条の２第４項の規定により、その例によるとされる同条第３項の規定により、あ

らかじめ議会の議決を経なければならない。

（疑義の決定等）

第８条 この連携協約に関し疑義のあるとき、又はこの連携協約に定めのない事項については、甲及び乙が協議して定

める。

附 則

この連携協約は、令和５年３月 24 日から効力を生じるものとする。

別 表（第４条関係）

取組分野 内容 役 割 分 担

甲 乙

連携に関する事務 広域補完組織の設立 １ 乙と連携し、広域補完組織の １ 広域補完組織の設立や、パー

を執行する広域補 について 設立に関する事項を取りまとめ トナー事業者の公募に関する事

完組織の設立及び るとともに、広域補完組織に出 項について、甲と協力して検討

運営による事業運 資して協働で事業を実施する民 を行う。

営の効率化 間事業者（以下「パートナー事

業者」という ）の公募及び選。

定に関する事務を総括する。

２ 乙と共に、広域補完組織を設 ２ 甲と共に、広域補完組織を設

。 。立するための資本金を拠出する 立するための資本金を拠出する

広域補完組織の運営 １ 広域補完組織の役員及び社員 １ 広域補完組織の役員及び社員

について の派遣について、乙と調整を図 の派遣について、甲と調整を図

る。乙との協議に基づき、必要 る。甲との協議に基づき、必要

に応じて広域補完組織に職員を に応じて広域補完組織に職員を
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派遣する。 派遣する。

２ 乙との協議により、乙が必要 ２ 広域補完組織に依頼する業務

とする支援や経費を取りまとめ について、甲と協議を行う。、

甲が管理する施設に関する業務

と合わせて、広域補完組織に一

括して発注する。

広域補完組織の評価 １ 乙と連携し、広域補完組織の １ 甲と連携し、広域補完組織の

について 経営状況等を評価す 経営状況等を評価する。る。


